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規 
 

則 

 
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
三
七 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
二
四
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
紙
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

  
 

                      

 

別
紙
様
式

 

特
殊

勤
務

実
績

簿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

手
当
名

 
 

 

年
 
 
月
分

 
勤
 
務

箇
所
名

 
 

職
名

 
 

氏
名

 
 

所
属
長

 

確
認
欄

 

直
接

 
監
督
者

 
確
認
欄

 

従
事

 
 
 

月
日

 
従

事
内

容
及

び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算

事
由

 
 手

当
額

 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



         
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
備
考

 
１

 
こ
の
実
績
簿
は
、
前
日
分
に
つ
い
て
所
属
長
が
確
認
の
う
え
保
管
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
２

 
「
従
事
内
容
及
び
加
算
事
由
」
の
欄
は
、
従
事
し
た
業
務
内
容
及
び
手
当
額
が
加
算
さ
れ

 

 
 
 
 
る
場
合
は
当
該
加
算
事
由
を
詳
細
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
３

 
航
空
業
務
手
当
及
び
警
察
業
務
手
当
（
航
空
機
に
搭
乗
し
て
行
う
操
縦
若
し
く
は
整
備
の

 

 
 
 
 
業
務
、
航
空
機
を
使
用
し
て
行
う
業
務
又
は
潜
水
器
具
を
着
用
し
て
行
う
潜
水
作
業
に
限

 

 
 
 
 
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
従
事
内
容
及
び
加
算
事
由
」
の
欄
に
従
事
時
間
数
を
秒
単
位
ま
で
記

 

 
 
 
 
入
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
４

 
手
当
額
が
加
算
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
手
当
額
」
の
欄
に
加
算
さ
れ
た
後
の
合
計

 

 
 
 
 
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
５

 
こ
の
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
任
命
権
者

 

 
 
 
 
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 



規

則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
九
十
五 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                         

経
験
者
職
員

採
用
試
験 

建
築 

総
合
土
木 

設
備 

心
理 

一
般
行
政 

 

主
と
し
て
建
築
に
関
す 

る
知
識
、
技
術
又
は
そ
の 

他
の
能
力
を
必
要
と
す
る 

 

主
と
し
て
土
木
及
び
農 

業
土
木
に
関
す
る
知
識
、 

技
術
又
は
そ
の
他
の
能
力 

を
必
要
と
す
る
業
務
に
従 

事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す 

る
職 

 

主
と
し
て
電
気
及
び
機 

械
に
関
す
る
知
識
、
技
術 

又
は
そ
の
他
の
能
力
を
必 

要
と
す
る
業
務
に
従
事
す 

る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職 

 

主
と
し
て
心
理
に
関
す 

る
知
識
、
技
術
又
は
そ
の 

他
の
能
力
を
必
要
と
す
る 

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を 

職
務
と
す
る
職 

 

職
員
採
用
上
級
試
験
の 

他
の
試
験
職
種
の
対
象
と 

な
ら
な
い
全
て
の
職 

教
養
試
験 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

 

 



       
 

 
 

 
 

 

  
 

 

別
表
第
三
免
許
資
格
職
職
員
の
項
第
一
号
中
「
二
十
一
歳
以
上
三
十
歳
未
満
」
を
「
二
十
一
歳

以
上
三
十
六
歳
未
満
」
に
、
「
二
十
三
歳
以
上
三
十
二
歳
未
満
」
を
「
二
十
三
歳
以
上
三
十
六
歳

未
満
」
に
、
「
二
十
歳
以
上
三
十
歳
未
満
」
を
「
二
十
歳
以
上
三
十
六
歳
未
満
」
に
改
め
、
同
表

経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

農
業 

 

 

主
と
し
て
農
業
に
関
す

る
知
識
、
技
術
又
は
そ
の 

他
の
能
力
を
必
要
と
す
る 

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を 

職
務
と
す
る
職 

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を 

職
務
と
す
る
職
（
警
察
本 

部
に
置
か
れ
る
も
の
を
除 

く
。
） 

  

  

 

経
験
者
職
員 

採
用
試
験 

 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
五
十
九
歳
未
満
の
者
で
民 

間
企
業
等
（
自
営
業
を
含
む
。
）
に
お
け
る
職
務
経
験
を
有
す
る
者 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
三
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

丸
平
ビ
ル
（
ウ
エ
ル
シ
ア
本
庄
児
玉
南
店
） 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
三
百
八
―
三
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
変
更
前
）
丸
平
ビ
ル
（
ヤ
オ
コ
ー
児
玉
南
店
） 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
児
玉
町
大
字
児
玉
字
町
後
南
三
百
八
―
三
外 

（
変
更
後
）
丸
平
ビ
ル
（
ウ
エ
ル
シ
ア
本
庄
児
玉
南
店
） 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
三
百
八
―
三
外 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
丸
平
産
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

田
代
剛
紀 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
舟
町
三
―
十 

（
変
更
後
）
丸
平
産
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

田
代
亜
紀
子 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
上
目
黒
三
―
十
二
―
二
十
三
―
百
二 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
一
―
五 

（
変
更
後
）
ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

松
本
忠
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二
―
二
―
十
五 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
八
日 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ジ
マ×

ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
春
日
部
店 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
梅
田
二
―
九
―
二
十 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 
木
村 

一
義 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤 

裕
二 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

木
村 

一
義 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤 

裕
二 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
加
須
店 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
浜
町
一
―
八 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 
木
村 

一
義 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤 

裕
二 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

木
村 

一
義 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤 

裕
二 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ジ
マ×

ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
越
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
南
荻
島
百
五
十
三
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 
木
村 

一
義 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤 

裕
二 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ジ
マ×

ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
南
越
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
南
町
二
丁
目
三
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 
木
村 

一
義 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社 

コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤 

裕
二 

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
九
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県感染防止対策協力金（第２期）支給業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県産業労働部シニア活躍推進課就業支援担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和２年12月18日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  トランス・コスモス株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目25番18号 

５ 契約金額 

  72,797,826円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
新
郷
二
〇
四
番
十
二
、
二
〇
四
番
二
十
四 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
荒
川
左
岸
南
部
下
水
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を

実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
荒
川
左
岸
南
部
下
水
道
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
下
水
道
台
帳
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
、
川
口
市
、
上
尾
市
の
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
二
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
〇
―
八
―
○
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

正
能
・
戸
崎
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
千
八
百
七
十
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
三
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
八
―
二
十
九
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
井
沼
字
清
水
五
百
三
十
一
番
一
他
三
十
一
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
三
十
七
・
五
五
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

松 

井 

直 

行 
 

 



  
 

第
一
〇
二
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

令
和
三
年
二
月
二

十
四
日 

 
指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
前
西
谷
千
九
百
八
十
六

番
一
、
千
九
百
八
十
六
番
二
十
五
、
千
九
百
八
十
六
番

二
十
六
の
各
一
部 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
西
ノ
前
二
千
百
三
十
七

番
、
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
休
台
寺
二
千
三
百
四
十
七

番
一
の
各
一
部 

  

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

十
八
・
〇
〇 

   

五
十
八
・
一
五 

     

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇 

   

四
・
〇
〇 

    

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



  
 

 
 

  

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
馬
場
先
千
六
百
九
番

二
、
千
六
百
十
番
、
千
六
百
三
十
番
、
千
六
百
三
十
一

番
六
、
千
六
百
三
十
一
番
十
一
の
各
一
部
及
び
千
六
百

九
番
二
、
千
六
百
十
番
、
千
六
百
三
十
番
、
千
六
百
三

十
一
番
十
一
の
各
先 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
馬
場
先
千
六
百
七
番

一
、
千
六
百
八
番
二
、
千
六
百
九
番
一
、
千
六
百
九
番

二
、
千
六
百
二
十
九
番
、
千
六
百
三
十
番
、
千
六
百
三

十
一
番
五
、
千
六
百
三
十
一
番
六
、
千
六
百
三
十
一
番

十
一
、
千
六
百
三
十
二
番
の
各
一
部
及
び
千
六
百
九
番

一
、
千
六
百
九
番
二
、
千
六
百
三
十
一
番
十
一
の
各
先 

 

〇
・
八
一 

     

七
十
九
・
二
二 

六
・
〇
〇 

     

六
・
〇
〇 



  
 

 
 

  

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
宮
ノ
前
千
八
百
八
番

一
、
千
八
百
十
六
番
一
、
千
八
百
十
六
番
二
、
千
八
百

十
七
番
、
千
八
百
十
八
番
、
千
八
百
十
九
番
、
千
八
百

二
十
番
、
千
八
百
二
十
一
番
一
、
千
八
百
二
十
一
番
十

一
、
千
八
百
二
十
一
番
十
二
、
千
八
百
二
十
一
番
十
三

の
各
一
部
及
び
千
八
百
八
番
一
、
千
八
百
十
六
番
一
、

千
八
百
十
六
番
二
、
千
八
百
十
七
番
、
千
八
百
十
八

番
、
千
八
百
十
九
番
、
千
八
百
二
十
番
、
千
八
百
二
十

一
番
一
、
千
八
百
二
十
一
番
十
一
、
千
八
百
二
十
一
番

十
二
、
千
八
百
二
十
一
番
十
三
の
各
先 

七
十
・
八
三 

      

六
・
〇
〇 

      
 

 
 



  
 

 
 

  

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
中
村
二
千
百
五
十
九

番
、
二
千
百
六
十
一
番
、
二
千
百
六
十
二
番
一
、
二
千

百
六
十
三
番
一
、
二
千
百
六
十
三
番
二
、
二
千
百
六
十

四
番
の
各
一
部
及
び
二
千
百
五
十
九
番
、
二
千
百
六
十

一
番
、
二
千
百
六
十
二
番
一
、
二
千
百
六
十
三
番
一
の

各
先 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
中
村
二
千
百
六
十
二
番

一
、
二
千
百
六
十
三
番
一
、
二
千
百
六
十
三
番
二
、
二

千
百
七
十
九
番
二
の
各
一
部
及
び
二
千
百
六
十
二
番

一
、
二
千
百
七
十
九
番
二
の
各
先 

五
十
六
・
七
四 

      

三
十
・
八
八 

六
・
〇
〇 

      

六
・
〇
〇 

 
 

 
 



  
 

 
  

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
片
柳
字
勇
福
寺
千
五
百
八
十
四

番
一
の
一
部
及
び
千
五
百
八
十
四
番
一
の
先
、
坂
戸
市

大
字
片
柳
字
馬
場
先
千
六
百
五
十
六
番
一
、
千
六
百

五
十
六
番
三
、
千
六
百
五
十
六
番
四
、
千
六
百
五
十
六

番
五
、
千
六
百
五
十
八
番
一
、
千
六
百
五
十
八
番
四
、

千
六
百
五
十
八
番
十
、
千
六
百
五
十
八
番
十
一
の
各

一
部
及
び
千
六
百
五
十
六
番
一
、
千
六
百
五
十
六
番

四
、
千
六
百
五
十
八
番
四
の
各
先 

三
十
・
〇
〇 

     

六
・
〇
〇 

      
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
号 

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
（
平
成
七
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
七
条
中
「
候
補
者
の
氏
名
」
を
「
候
補
者
及
び
証
紙
受
領
責
任
者
の
氏
名
」
に
改
め
、
「
、

そ
の
印
（
候
補
者
届
出
政
党
に
あ
っ
て
は
、
当
該
候
補
者
届
出
政
党
の
証
紙
受
領
責
任
者
の
印
）

を
押
す
と
と
も
に
」
を
削
る
。 

第
二
十
条
中
「
、
証
紙
受
領
責
任
者
の
印
を
押
す
と
と
も
に
」
を
削
る
。 

第
二
十
四
条
及
び
第
六
十
七
条
中
「
、
検
印
責
任
者
の
印
を
押
す
と
と
も
に
」
を
削
る
。 

第
七
十
六
条
中
「
、
証
紙
受
領
責
任
者
の
印
を
押
す
と
と
も
に
」
を
削
る
。 

第
八
十
条
中
「
、
検
印
責
任
者
の
印
を
押
す
と
と
も
に
」
を
削
る
。 

別
記
第
六
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

 

 

備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類 

  の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理 

  人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体 

  の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 



 

別
記
第
六
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その 

  代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

  又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、 

  この限りでない。 

 



別
記
第
六
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 

 １ 推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を 

  添えること。 

 ２ 推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、そ 

  の代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

  又は提出を行うこと。ただし、推薦届出者本人の署名その他の措置がある場合は、 

  この限りでない。 

 

 



別
記
第
六
号
様
式
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

 

備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類 

  の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理 

  人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体 

  の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 



別
記
第
六
号
様
式
そ
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その 

  代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

  又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、 

  この限りでない。 



別
記
第
六
号
様
式
そ
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 

 １ 推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を 

  添えること。 

 ２ 推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、そ 

  の代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

  又は提出を行うこと。ただし、推薦届出者本人の署名その他の措置がある場合は、 

  この限りでない。 

 

 



別
記
第
九
号
様
式
そ
の
一
中
「
㊞
」
を
削
る
。 

別
記
第
九
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

候
補
者
（
氏 

 
 

 

名
） 

 

証
紙
受
領
責
任
者
（
氏 

 
 
 

名
） 



別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。 

別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 

１ この開催申出書は、個人演説会を開催すべき日の２日前までに提出すること。 

２ 候補者本人が申し出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その 

 代理人が申し出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

 又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、 

 この限りでない。 

 



別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 

１ この開催申出書は、政党演説会又は政党等演説会を開催すべき日の２日前ま 

 でに提出すること。 

２ 政党その他の政治団体の代表者本人が申し出る場合にあっては本人確認書類 

 の提示又は提出を、その代理人が申し出る場合にあっては委任状及び当該代理 

 人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体 

 の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 

。 



別
記
第
二
十
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

 

備考 

 １ この様式は、衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員又は 

  県知事の選挙において申請する場合の様式である。 

 ２ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その 

 代理人が申請する場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

 又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、 

 この限りでない。 

 



別
記
第
二
十
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 

 １ この様式は、県議会議員選挙において申請する場合の様式である。 

 ２ 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その 

  代理人が申請する場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

  又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、 

 この限りでない。 

 



別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その 

 代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の提示 

 又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は、 

 この限りでない。 



別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 

 １ 推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面 

 を添えること。 

２ 推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、     

 その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の 

 提示又は提出を行うこと。ただし、推薦届出者本人の署名その他の措置がある 

 場合は、この限りでない。 

 

 

 

選任 



別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類 

  の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理 

  人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体 

  の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 

 



別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、そ 

  の代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の 

  提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場 

  合は、この限りでない。 



別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考  

 １ 推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面 

  を添えること。 

 ２ 推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、 

  その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の 

  提示又は提出を行うこと。ただし、推薦届出者本人の署名その他の措置がある 

  場合は、この限りでない。 

 

 



別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類 

  の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理 

  人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体 

  の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 

 



別
記
第
二
十
六
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 

 １ 推薦届出者たる選任者に事故があるとき又はその者も欠けたときに、候補者 

  が職務代行者となる場合には、推薦届出者氏名の欄に当該推薦届出者の氏名を 

  記入すること。 

 ２ 職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、 

  その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の 

  提示又は提出を行うこと。ただし、職務代行者本人の署名その他の措置がある 

  場合は、この限りでない。 

 



別
記
第
二
十
六
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、 

  その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認書類の 

  提示又は提出を行うこと。ただし、職務代行者本人の署名その他の措置がある 

  場合は、この限りでない。 

 



別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「
氏 

 
 

 

名 

印
」
を
「
氏 

 
 

 

名
」
に
改
め
る
。 

別
記
第
三
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提 

 出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人確認 

 書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他 

 の措置がある場合は、この限りでない。 

 

 



別
記
第
三
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
五
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。 

別
記
第
三
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は 

  提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人 

  確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名 

  その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 



別
記
第
三
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

備考 

 １ 機関新聞紙（機関雑誌）の見本を１部添付すること。 

 ２ 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は 

  提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状及び当該代理人の本人 

  確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名 

  その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 



 
 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
号 

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

 
 

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
印
」
を
削
る
。 

 

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。 

 

別
記
第
十
九
号
様
式
そ
の
一
か
ら
別
記
第
十
九
号
様
式
そ
の
五
ま
で
の
規
定
中
「
㊞
」
を
削
る
。 

 

別
記
第
二
十
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
印
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

病
院 

種 

別 

医
療
法
人 

豊
岡
整
形
外
科
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
入
間
市
豊
岡
一
丁
目
八
番
三
号 

所 
 

在 
 

地 



告

示 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
号 

 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項 

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者 

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

病
院 

種 
 

別 

社
会
福
祉
法
人 

ち
ち
ぶ
慈
洋
福
祉
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

愛
宕
の
杜 

医
療
法
人 

豊
岡
整
形
外
科
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
七
百
八
十
六
番
地 

埼
玉
県
入
間
市
豊
岡
一
丁
目
七
番
十
六
号 

 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
か
ら
、
次
の
と
お
り
所
在
地
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

   

旧 新 

 

医
療
法
人
明
晴
会 

西
武
入
間
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
野
田
九
百
四
十
六 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
野
田
三
千
七
十
八
番
地

十
三 

所 
 

在 
 

地 
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